


アットホ ー ム特別価格（料金は税別です。別途消費税がかかります。）

シロアリ損害担保特約付き ［検査料J 35,000円（税別） ［保証料J 50,000円（税別）から
※保証料は保証期間や管路等の特約の有無によって異なります。主契約とする既存住宅瑕疵保証・

保険サー ビス「僭人間売買型」の詳細については、別途リーフレット等をこ確認ください。
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(1)申込手続き

①シロアリ損害担保特約を申込む場合は、「申込書（シロアリ損害担保特約付き）」
にてお申込みください。シロアリ現場検査付きの申込みとなります。

②必す建物検査の申込み時に併せてシロアリ現場検査の申込みを行ってください。
（以下、フロー 図参照）
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③検査申込時には、『シロアリ申込み確認シー ト』を併せてこ提出ください。

（その他、必要書類がこざいます。詳細は各申込書や申請書をこ参照ください。）

くイメージ＞ シロアリ申込み確認シー ト
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申込書（シロアリ損害担保特約付き）

(2)シロアリ現場検査
・シロアリ現場検査によって蟻害が発見された場合は、シロアリ損害担保特約を付帯することができません。

（シロアリ現場検査後にシロアリ駆除施工等を行った場合も同様です。）
・シロアリ現場検査によって蟻害が発見された場合は、シロアリ損害担保特約を付帯することはできませんが、蟻害のあった部分および蟻害以外の劣

化事象等について弊社の定める方法で補修（※）した場合は、主契約についてこ契約いただくことができます。
※土台等の基本構造部分の補修を行った場合は、再検査（有料）が必要となります。

・シロアリ現場検査によって蟻害が発見されなかった場合であっても、蟻害以外の劣化事象が発見された場合は、指摘事項の是正を行っていただく必
要があります。

指摘事項の種類
シロ

アリ損害
蟻 害 I蟻害以外の劣化事象等 担保特約付帯 指摘事項の是正

なし
なし 不要(※1)

可あり

あり(※2) なし 必要
あり 不可

※1別途建物検査に合格している場合に限ります。 ※2主契約についてこ契約いただくためには、蟻害のあった部分の補修（指摘事項の是正）が必要となります。

ふその他の注意事項
●被害範囲や加害種の特定のため、検査立会者にお伺いのうえ、木部にドライバーを差し込む等の小規模な破壊検査を実施する場合があります。

（こ承諾いただけない場合、シロアリの有無が確認 できす、シロアリ損害担保特約の付帯ができません。）
●シロアリ現場検査の実施日より6ヶ月を超えて保険対象住宅を引き渡す場合は、別途、引渡前追加検査（有料）が必要となります。
●保険期間満了時（引渡し 1 年後）、床下等でシロアリ被害が発生していないかどうか、検査を行ったシロアリ検査会社による検査を行う場合があります。

また、長期にわたる保険対象住宅のシロアリ被害からの保護を目的として、検査を行ったシロアリ検査会社が、瑕疵保険とは関係なく独自に防除施工や
定期点検サ ー ビス等の提案を行う場合があり、住宅あんしん保証はシロアリ検査会社に買主名等と引渡日の情報を提供します。

本こ案内はシロアリ損害担保特約についてこ説明したものです。既存住宅瑕疵保証•保険サー ピス「個人閻売買型（検査事業者コ ース）」の申込みにあたっての詳細は、別途リーフ
レット等をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

■お問合せは営業担当または下記までお願いいたします。

TEL.0120-692-168 [受付時間 ９:００～１７:００   (土、日祝、特定日を除く）］

●本誌記載内容/2016年10月現在
●本誌に記載しております内容は予告なく変更される場合があリまま

アットホーム　ビジネスリンケージセンター

※PHS・携帯電話の方は、TEL.03-6686-4324 まで

※お問い合わせの際はサービス名などをお伝えいただきますと、話がスムーズです




